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ＫＡＰ活動（荒神山アドベンチャー・プログラム）は、彦根市荒神山自然の家の体

験学習プログラムのひとつで、計画的に組み込んだ「あそび」や冒険的活動を通し

て、仲間づくりをしたり個人の成長を促したりすることをねらいとするプログラムで

す。 

 彦根市荒神山自然の家では、平成２８年４月以後、次のとおりＫＡＰ活動を運用し

ています。 

ＫＡＰ活動は、㈱プロジェクトアドベンチャージャパン社で実施されているＰＡ

プログラムおよび滋賀県教育委員会で実施されているＳＭＡＰ（しが心の冒険プ

ログラム）の手法を取り入れた活動プログラムです。これまで「ＰＡ活動」また

は「ＳＭＡＰ活動」と呼称していた活動のうち、平成２８年４月以後に当施設が

行っている活動を「ＫＡＰ活動」と呼称しています。 

 

１．同意書の提出 [平成２８年４月以後] 

ＫＡＰ活動に伴い事故やケガ等が発生する可能性があることをご理解のうえ、

活動当日までに同意書を提出してください 

ＫＡＰ活動は、ウォークラリーやリバーボートなどの自然のなかでの活動

と同じように活発に体を動かしながら進めていく活動で、さまざまな身体

的、感情的な負担を伴うアドベンチャー活動が含まれます。 

当施設では、参加者の安全を最優先としますが、偶発的な事故やケガ等が

発生する可能性があることをご理解ください。そのうえで、ＫＡＰ活動実

施を承諾されることを確認させていただくため、同意書の提出をお願いす

るものです。（同意書の書式は、裏面のとおりです。） 

同意書の提出がない場合は、ＫＡＰ活動を実施できませんので、あらかじ

めご了承願います。 

 

２．活動参加費の負担 [実施時期未定]  

今後、活動参加費として参加者１人１回につき１００円程度の負担をお願いす

ることを検討しています。 

当施設でＫＡＰ活動を維持継続するために必要な経費の一部を、活動に参加さ

れる皆さんにご負担願いたいと考えています。ご理解をお願いします。 

当施設を継続して使用されている間の活動を１回とカウントする予定です。

（例えば、宿泊利用で１日目と２日目の２日間活動されても１回とカウントし

ます。） 

【延期のお知らせ】 

これまで、平成２９年４月以後に参加費の負担をお願いする旨をお知らせ

していましたが、実施時期を延期します。 

 

 

 

 



ＫＡＰ活動をされる団体の代表者の方へ 

ＫＡＰ活動（荒神山アドベンチャー・プログラム）をされる団体の代表者の方は、

下記内容をお読みいただき、活動当日までに活動同意欄に署名捺印のうえ、本書を彦

根市荒神山自然の家へ提出してください。 

ＫＡＰ活動は、集団で行う「あそび」や冒険的活動を通して、人間の社会生活に不

可欠な自尊感情、仲間との信頼関係や課題に挑戦し問題を解決する力などを段階的に

身につけることができるプログラムです。ウォークラリーやリバーボートなどの自然

のなかでの活動と同じように活発に体を動かしながら進めていく活動で、さまざまな

身体的、感情的な負担を伴うアドベンチャー活動が含まれます。 

彦根市荒神山自然の家では、参加者の安全を最優先し、安全対策に万全を尽くしま

す。しかしながら、偶発的な事故やケガ等が発生する可能性があることをご理解くだ

さい。また、ＫＡＰ活動の実施に当たっては、活動参加者全員およびその保護者に対

して、活動の意義と併せ、活動に伴う偶発的な事故発生の可能性を充分にご説明くだ

さるようお願いします。 

万一、活動中にケガ等が発生した場合は、当施設が加入している傷害保険の範囲で

対応いたします。 
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 私は、ＫＡＰ活動の実施に当たり、次の項目について同意します。 

１．ＫＡＰ活動の一部が、活動参加者にとって身体的、感情的な負担がかかるも

のになる可能性があることを承諾します。 

２．ＫＡＰ活動に伴い、事故やケガ等が発生する可能性があることを承諾しま

す。 

３．ＫＡＰ活動の参加者全員が、活動に伴う事故発生の可能性を想定しなければ

ならないということを承諾します。 

４．彦根市荒神山自然の家職員からの安全に関する注意事項については、その指

示に従います。 
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